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【働くものと県民のための静岡県労働研究所】 

 

5 月20 日（木）   
会場：Zoom 及び国労会館大会議室 

 

第 157 定例研究会              

 

 

ポストコロナにおける社会政策 
～ベーシックインカムについて考える～ 
報告：中澤秀一氏（静岡県立大学短期大学部准教授）  

 
 

 
 
 

 
 
 

これからの企画 

◆第 158 回定例研究会 

日時…6月 17 日（木）18:30～ 

場所…国労会館会議室＆Zoom 

内容…「36 協定と労働時間」（案） 

報告者：長田学氏（化学一般労連書記次長）

◆第 159 回定例研究会 

日時…7月 15 日（木）18:30～ 

場所…国労会館会議室＆Zoom 

内容…「コロナ禍の生活保護の状況」（案）

報告者：松内是卓氏（静岡生健会事務局長）

◆第 11 回定期総会記念講演 

日時…8月 7日（土）13:00～ 

場所…あざれあ第 1研修室＆Zoom 

内容…「ジェンダー平等と 

セクシャルハラスメント」（案） 

報告者：角田由紀子氏（弁護士） 

 

18：30～ 

ベーシックインカムは必要か 

 ベーシックインカム（BI）とは、すべての個

人に対し無条件に定期的に現金を給付するとこ

ろに特徴がある。コロナ禍により、多くの人が

雇用を失う状況下で期待と関心を集めている。

かつては、ＡＩによる失業との関連でベーシッ

クインカム導入がさかんに議論され、実験的に

導入している国々が存在する。日本で注目を集

めるきっかけとなったのは、昨年 9月の竹中平

蔵氏の発言である。「毎月 7万円を国民全員に

支給することによって、生活保護や公的年金が

不要になる」という主張であった。 

果たして、ポストコロナの時代にはベーシッ

クインカムが必要となってくるのだろうか。他

の論者の主張も紹介しながら、社会保障制度の

必要性についての再検討も行う。 

誰でも参加できます
Zoom で参加の方は 

前日までに連絡ください 


